
 

議案第１号 

 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙

のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定に基づきこれを報告し､承認

を求める｡ 

 

 

 令和５年５月２２日提出 

 

 

北広島市長  上 野 正 三あ 



 

専 決 処 分 書 

 

令和４年度に受納した寄附金を令和５年度以降のまち・ひと・しごと創生寄

附活用事業に活用するため、基金へ積み立てることが必要となったが、特に緊

急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め

られるので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

に基づき次のとおり専決処分する。 

 

令和４年度北広島市一般会計補正予算（第１１号） 

 

令和５年３月２２日 

 

                  

                 北広島市長 上 野 正 三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和４年度北広島市一般会計補正予算（第１１号） 

 

 

 令和４年度北広島市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところ

による。 

 

 

１ 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４５０，６５０千円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１，５１１，５７４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳  入 (単位：千円)

款 項

19 寄附金 1,014,010 450,650 1,464,660

 1 寄附金 1,014,010 450,650 1,464,660

31,060,924 450,650 31,511,574

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計



歳  出 (単位：千円)

款 項

 2 総務費 3,239,700 450,650 3,690,350

 2 企画費 876,314 450,650 1,326,964

31,060,924 450,650 31,511,574

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計



令和４年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

（一般会計補正予算第１１号）



総括

(歳　入) (単位：千円)

款

19 寄附金 1,014,010 450,650 1,464,660

31,060,924 450,650 31,511,574

補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計



歳入
19款 寄附金

 1項 寄附金 (単位：千円)

節   

目

 2 総務費寄附金 471,746 450,650 922,396  1 企画費寄附金 450,650 地方創生応援税制寄附金 450,650

計 1,014,010 450,650 1,464,660

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

19 寄附金



総括

(歳　出) (単位：千円)

款

 2 総務費 3,239,700 450,650 3,690,350 0 0 450,650 0

31,060,924 450,650 31,511,574 0 0 450,650 0歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他



歳出
 2款 総務費

 2項 企画費 (単位：千円)

節       

目

 1 企画総務費 589,529 450,650 1,040,179 0 寄附金 24 積立金 450,650 企画振興経費 450,650

450,650 積立金 450,650         

計 876,314 450,650 1,326,964 0 寄附金

450,650

補正前の
額

補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

説 明

国道支出金 地 方 債 そ の 他

2 総務費


